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                              文教児童委員会資料  

                              令和 4 年 2 月 17 日  

                              教育委員会事務局教育支援センター  

 

板橋区スマートスクールプロジェクトの更新について 

 

 GIGA スクール構想に対応するため令和 2 年度に策定した「板橋区スマートスクールプロ

ジェクト」（以下「指針」といいます。）について、下記のとおり更新を実施し、内容の周知

を行います。 

 

記 

 

１ 内容 

  別添資料のとおりです。 

 

２ 素案決定以降の主な変更箇所（項目・頁・内容） 

（１）「はじめに」 

  ① ５頁 

一人一台パソコンを使用する際の目の健康への配慮について、ブラウザの“お気に

入り”へ、日本眼科医会サイトへのリンクを掲載している旨を追加します。 

  ② ６～７頁 

一人一台パソコンによって、学びがどのように変わっていくかのイメージについて、

以前発行した「教育の板橋」から記事を抜粋して掲載します。 

（２）「第 2部 ＧＩＧＡスクール構想の概要」 

  ① 24頁 

 一人一台パソコンの持ち帰りが児童・生徒に過度の負担とならないようにするため、

学習用具の持ち帰りについて、家庭へ周知する旨を追加します。 

  ② 25頁 

 利用する学習ツールの一つに、アプリケーションソフト“Jamboard”（コミュニケー

ションツール）を追加します。 

（３）「第 3部 そのほかの教育ＩＣＴ支援」 

  ① 39頁 

ＩＣＴ支援員の役割に、児童・生徒がＩＣＴを活用した学習へ興味が持てるよう授業

を支援する旨を追加します。 

（４）「第 4部 実践」 

  ① 79頁 

 学びの保障について、新型コロナウイルス感染症に特化した記載から、登校できな

い事情のある児童・生徒全般についてへ変更します。（併せて項目名称を修正。） 
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（５）「第 5部 これから」 

  ① 80～83頁 

 （ア）Society5.0の説明を追加します。 

（イ）“知”の説明を追加します。 

（ウ）教育段階毎の対応内容を記載した絵を追加します。 

（エ）AIの説明を追加します。 

  ② 85～87頁 

 学校と家庭の間に関係する部分で対応可能なデジタル化について、現在の状況を調

査したアンケート結果を追加します。 

 

３ 公開時期 

  令和 4年 3月頃 

 

４ 周知 

（１）学校 

   教員がアクセスしやすいよう、共有フォルダにファイルを置き、全体校長会にて周知

を図ります。 

（２）保護者・一般 

   区ホームページへ掲載し、見ることができるようにします。 

 

 

 


